
小地域ネットワーク

避難行動要支援者とは

生活の基盤が自宅にあって、

災害時に自ら避難することが

著しく困難な方をいいます。

避難行動要支援者名簿には、

避難支援を要する可能性が高

い次の（１）～（６）の方を掲

載します。

（１）要介護認定３以上の方

（２）身体障害者手帳

１・２級を所持する方

（３）療育手帳Ａを所持する方

（４）精神障害者保健福祉手帳

１級を所持する方

（５）難病患者（特定疾患等）

（６）上記以外で避難支援等が

必要な方

※社会福祉施設入所者や長期入院

等で自宅にいない方、又は同居家

族等の支援が受けられ避難が可能

な方は、対象から除きます。

《 避 難 支 援 の 流 れ 》

②避難行動要支援者名簿の作成

行政の関係各課で把握している情報、きずな

づくり台帳を集約して作成します。名簿には、

氏名、生年月日、性別、住所、避難支援等を必

要とする事由などが掲載されます。

避難行動要支援者

登別市

（避難支援を行う団体）

ア 消防機関（消防署・消防団）

イ 警察機関

ウ 民生委員・児童委員

エ 社会福祉協議会

オ 町内会等

避難支援者

避難支援等関係者

 

き ずな 

②避難行動要支援

者名簿の作成

隣近所の方など

⑤同意者名簿の提供

相互に協力

【災害時】

⑦災害時の避難支援等の実施

③名簿の提供に関する意思確認

④同意書の提出

相
互
に
協
力

③名簿の提供に関する意思確認

名簿情報を平常時から外部提供すること

について、市から意思確認を行います。

④同意書の提出

同意書に「同意」又は「不同意」の意思

を示して、市まで提出をお願いします。

⑤同意者名簿の提供

同意のあった避難行動要支援者の名簿を

避難支援等関係者に提供します。

⑥防災訓練や見守り活動の実施

名簿情報を活用して避難行動要支援者へ

の声かけや見守り活動を行い、地域の中で

つながりを育みます。

⑦災害時の避難支援等の実施

災害が起こった場合は、避難行動要支援

者名簿に基づき避難支援や安否確認を行い

ます。

社会福祉協議会

①集約・提供

市は社会福祉協議会が集約している

「きずなづくり台帳」の提供を受けま

す。

①集約・提供

【平常時】

⑥防災訓練や見守り活動の実施


